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※根拠法令：都市再生特別措置法第８８条、第１０８条
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邑楽町立地適正化計画　事前周知期間と公表日後の届出について

３月３０日～４月３０日 
 

工事着工の場合 

５月１日～５月３０日 
 

工事着工の場合 

５月１日～５月３０日 
 

公表日後であるため、着工前の速やかな届出が必要です。 

工
事
着
工
の
３
０
日
前
ま
で
に
届
出
が
必
要
で
す
。
 

５月３１日～ 

３月３０日～４月３０日 
 

公表日前であるため、届け出は不要です。 

例：５月３１日に工事着手したい場合 

届出日：５月１日（※３０日前）までに届出が必要になります。 

なお、届出日は日数計算に含まれます。 


